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２．専利侵害紛争の行政処理のメリット及び
デメリット
３．専利侵害紛争の行政処理を採用する際の
留意事項

　おわりに

はじめに

　中国最高裁判所は2016年４月19日に「2017年知的
財産権司法保護に係る10大判例」と「50典型的判例」
を発表した。最高裁判所により選定・公布された
かかる典型的判例は、各事件において現れたさまざ
まな問題、中国裁判所の見解及び司法実務上の傾向
を具体的に反映している。弊所は、上述の判例から、
知的財産権の実務において特に重要な意味を有する
判例を選んで紹介し、解説する。中国の司法実務に
関心を持つ皆様のご参考になれば幸いである。
　本件は、「2017年知的財産権司法保護に係る10大
判例」から選んだものである。本件は専利に係る行
政機関の法律執行における手続き違法の認定及び対
処に関するものである。中国最高裁判所は本件にお
いて、明確に変更された合議体メンバーがまた本件
決定に署名したことは実質上、「審理者が裁決して
おらず、裁決者が審理していない」こととなり、法
定手続きへの厳重な違反となることを明確に指摘し
た。原則、本件決定の合議体は、当該行政機関の専
利に係る行政法律執行資格を有する係員により構成
されるべきであった。他の機関から法律執行官を派
遣してもらう場合、正式で完全な公文書手続きを履
行すべきである。本件判決は、行政機関の法律に従
う行政の適正化を促進し、知的財産への司法保護の
主導性を示している。本件は、「知的財産に係る裁
判分野の改革・革新の強化における若干の問題に関
する意見」に提案された「知的財産権に係る行政行
為の司法審査の強化」を代表する事例として、知的
財産分野における法体制の構築及び技術革新のため
の法律環境の最適化を推進する上で重要な意味を有
する。
　詳細は以下のとおりである。

Ⅰ　事件の概要

１．基本情報

再審請求人（一審原告、二審控訴人）：西峡龍
成特種材料有限公司
被請求人（一審被告、二審被控訴人１）：楡林
市知識産権局
被請求人（一審第三者、二審被控訴人２）：陝
西石炭化工グループ神木天元化工有限公司
　判決の情報：
一審：�西安市中等裁判所（2015）西中行初字第

00267号行政判決
二審：�陝西省高等裁判所（2016）陝行終94号行政

判決
再審：�中国最高裁判所（2017）最高法行再84号行

政判決

２．事件の経緯

西峡龍成特種材料有限公司（以下、「西峡社」と
いう。）は、陝西石炭化工グループ神木天元化工
有限公司（以下、「天元社」という。）が製造、使
用している装置は自社の「内煤外熱式煤物質分解
装置」という実用新案権（つまり本件実案）への
侵害に該当するとして、楡林市知識産権局（以下、
「楡林局」という。）に行政処理を請求した。2015
年９月１日、楡林局は、楡知法 字〔2015〕９号
「専利侵害紛争事件処理決定書」（以下、「本件決定」
という。）を発行し、天元社が本件実案への侵害
に該当しないと認定した。本件決定の合議体メン
バーは、宝鶏市知識産権局の係員である苟紅東を
含んだが、苟紅東が本件紛争の行政処理に参加す
る旨の決定を示す正式な公文書はなく、また、楡
林局の口頭審理の議事録には、苟紅東の正式な身
分及び合議体に参加する理由を西峡社、天元社に
知らせたような記載はない。さらに、楡林局は本
件実案侵害紛争について口頭審理を２回行ったが、
２回目の口頭審理時に当事者に伝えた合議体メン
バーと、本件決定に署名した合議体メンバーとは
異なる。西峡社は本件決定を不服として、行政訴
訟を提起した。西安市中等裁判所（以下、「一審
裁判所」という。）は、「行政法律執行官の体系内


